
付紙様式第２

令和6年度 計

円 円 円 円 円 円

95,340,190 95,340,190

交付金額 5,644,000 5,644,000

事　　業　　評　　価　　書

補 助 事 業 名 　岩手山中演習場関連特定事業　（交通に関する事業：道路除雪事業）

補 助 事 業 者 名 　八幡平市長　佐々木　孝弘

実 施 場 所 　岩手県八幡平市西根・松尾地区

補 助 事 業 の
成 果 の 目 標

　八幡平市は、豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）により、全域を豪雪
地帯に指定されている。特に松尾地区は特別豪雪地帯に指定されるなど、積雪量の
多い地域である。
　気象庁が観測した資料によれば、令和２年度の市内観測所（岩手松尾）において、
日降雪は最大30cm、最深積雪は最大37cmであり、降雪の累計は213cmとなっている。
このような気象条件の中、冬期間の住民の日常生活や事業活動に支障を及ぼさない
ように市管理道路及び除雪区域において適切な除排雪を実施し、冬期交通の確保を
図り、もって市域産業経済の振興と民生の安定を図ることを目的とする。

補 助 事 業 の 内 容

　八幡平市建設協同組合に除雪業務を委託する市道等
・委託除雪延長
　　市道　　　387.765km
・出動基準
　市道は、監督職員が指示するほか、降雪量が10cm、または10cmに達すると見込まれ
る場合は自主的に出動する。

補 助 事 業 の
始 期 及 び 終 期

　令和6年11月１日から令和7年2月28日

事業費及び交付金額 事 業 費

補助事業の成果及び
評価並びに地域住民
への周知の実施状況

【成果】
　作業日報及び道路パトロールにより適切に除排雪されているかを確認した。

【評価】
　除雪出動基準に基づき市道等の除排雪を適切に実施することで、安心安全な交通
環境を確保できたほか、市域産業経済の振興及び民生の安定を図ることができた。

【地域住民への周知の実施状況】
　市民に対しチラシの回覧により特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用している
旨の広報を行った。
　また、市ホームページへの掲載は事業完了後、１年以内に掲載を予定していることか
ら、別途報告する。

事 業 の 改 善 策 及 び
今 後 の 対 応

　引き続き、地域住民の理解と協力を得ながら、安心安全な交通環境を確保するよう
努める。

事 業評 価に 際 し て の
第三者機関の活用の有無

　無


